
※ この申請は、裏面『登録休止からの復活について』に該当する方のみが対象となります 

 インドアハンドボール審判員  復活申請書  

 

 

（公財）日本ハンドボール協会 会長 様 

下記の通り、登録休止からの 復活 を申請いたします。 

 

休止中の 

認定資格 
 級 インドアハンドボール審判員 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

性 別 男 ・ 女 
氏 名  

生年月日 西暦  年  月  日 年 齢 
 歳 

※ 本申請書記入時点での年齢 

休止前の 

所属協会 
 

都・道 

府・県 
協会 

マイハンドボール 

会員 ID（10桁） 
MH  

復活年度 西暦  年度 ４月１日 より復活 

受講を希望

する講習会 
西暦  年  月  日 会場 :  

連絡先 電話：  携帯電話：  

移籍申請書提出の有無について 無 

 

・ 

 

有（提出日※：             ） 

※ 未提出の場合、提出予定日を記入の上、手続きを進めてください 

 

 

 

 

申 請 者 氏 名                                       

 

 

・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  これ以降は、記入しないでください  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 

 

 

 

上記申請者の、登録休止からの復活を報告致します。 

 

 

            都道府県協会審判長                                       

記入日： 西暦  年  月  日 

提出日： 西暦  年  月  日 

受理日： 西暦  年  月  日 



 

登録休止からの復活について 

 

 

 

■ 「登録休止からの復活」とは 

① 「登録休止からの復活」を申請できる者は、「長期で海外勤務をするために日本国

内で活動ができない」や「長期の病気、怪我の治療又は妊娠などのために活動がで

きない」など、やむを得ない理由により「登録休止」が認められていた者とする。 

② 「登録休止からの復活」とは、すでに申請・受理されている「登録休止」していた

認定資格（審判およびテクニカルオフィシャル、審判指導者）の登録を「復活」す

ることを指す。 

 

 

■ 「登録休止からの復活」をすると 

① 「登録休止からの復活」の申請が各都道府県協会審判委員会にて認められた場合、

次年度の登録の際に必要な「講習会」への出席および「資格の更新登録」を行うこ

とができる。 

② 「登録休止からの復活」の申請が各都道府県協会審判委員会にて認められた場合、

次年度からの「登録が復活」する。 

例）2023 年度まで「登録休止」で 2024 年度から「登録休止からの復活」を希望

する者の登録は、 

2024 年 3 月 31 日まで登録休止、 

2024 年 4 月 1 日より登録休止からの「復活」となる 

 

 

■ 「登録休止からの復活」をするには 

① 登録を「休止」している者が「登録休止からの復活」つまり活動を再開するには、

（公財）日本ハンドボール協会または各ブロック協会、各都道府県協会、各連盟が

主催する講習、研修会等に出席しなければならない。 

② 「登録休止からの復活」が認められた者の登録は、（公財）日本ハンドボール協会が

認めた日からの復活となる。  

 

 

■ 「活動の一時的休止」をしていた者（１年度内で、短期海外出張や風邪などによる

体調不良により一時的に活動ができず、所属する各都道府県協会審判委員会に連絡

していた者）が活動を再開する場合、本申請書の提出は不要とする。 


